
東出雲町・揖屋干拓で新規就農し、
３年目になる藤井秀樹さん

（詳しくは２ページ）
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注
い
で
い
ま
す
。
ま
た
、
現
在
順
調
に

作
付
面
積
を
拡
大
し
て
お
り
、
今
後
一

人
で
や
っ
て
い
く
に
は
難
し
く
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。
そ
の
為
、
今
後
は
人
を

雇
う
こ
と
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
農
業

に
取
り
組
ん
で
い
く
そ
う
で
す
。

＊
藤
井
さ
ん
は
、
農
業
の
合
間
を
縫
っ

て
、
鷹
日
神
社
（
東
津
田
町
）
の
権
禰

宜
と
し
て
も
活
動
し
て
お
り
、
佐
太
神

社
な
ど
秋
の
お
祭
り
が
あ
る
際
は
、
一

年
の
中
で
も
特
に
慌
し
く
な
る
そ
う
で

す
。

　

藤
井
さ
ん
は
、
農
業
を
始
め
る
前
は

鳥
取
で
営
業
の
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
こ
と
が
多

く
、
一
人
で
仕
事
が
し
て
み
た
い
と
思

う
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
実
家
が
農

業
を
し
て
い
る
こ
と
、
も
と
も
と
興
味

も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
農
業
を
始
め
る
こ

と
に
し
た
そ
う
で
す
。
就
農
を
す
る
に

あ
た
っ
て
、
ま
ず
初
め
に
ふ
る
さ
と
し

ま
ね
定
住
財
団
の
「
Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
し
ま

ね
産
業
体
験
事
業
」
の
支
援
を
受
け
る

こ
と
に
決
め
、
ト
マ
ト
や
キ
ャ
ベ
ツ
農

家
の
下
で
約
２
年
間
研
修
や
産
業
体
験

を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
松
江
市

の
農
政
課
と
も
相
談
を
重
ね
、
就
農
時

期
、
栽
培
作
物
を
決
め
、
徐
々
に
就
農

を
形
作
っ
て
い
っ
た
そ
う
で
す
。

　

現
在
は
、
中
海
干
拓
で
５
品
種
の

キ
ャ
ベ
ツ
、
か
ぼ
ち
ゃ
（
ブ
ラ
ッ
ク
の

ジ
ョ
ー
）
を
藤
井
さ
ん
お
一
人
で
栽
培

し
て
お
り
、
年
間
を
通
し
て

出
荷
が
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
藤

井
さ
ん
は
、
お
客
様
に
安
全

安
心
で
お
い
し
い
野
菜
を
提

供
で
き
る
よ
う
に
「
美お

い味
し

ま
ね
認
証
」
も
取
得
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

就
農
し
て
令
和
４
年
度
に

３
年
目
に
な
る
が
、
そ
の
中

で
も
大
変
な
苦
労
が
あ
っ
た

そ
う
で
す
。
藤
井
さ
ん
が
就

農
さ
れ
た
時
期
か
ら
キ
ャ
ベ

ツ
の
価
格
が
下
が
り
、
１
年

目
は
、
植
え
つ
け
方
、
育
て

方
に
工
夫
を
す
る
が
、
思
う

よ
う
に
作
物
が
育
た
ず
、
２

年
目
は
、
水
害
に
見
舞
わ
れ
る
な
ど
就

農
し
て
２
年
間
は
本
人
の
納
得
の
い
く

年
と
は
な
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
し

か
し
、
３
年
目
の
今
回
は
順
調
な
滑
り

出
し
だ
そ
う
で
す
。

　

藤
井
さ
ん
の
当
面
の
目
標
は
、
単
収

を
上
げ
、
安
定
し
て
収
益
を
得
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
こ
と
だ
そ
う
で
、
今
日
も

そ
の
目
標
に
向
け
て
日
々
農
業
に
熱
を

新規就農者紹介
藤井　秀樹さん
キャベツ・かぼちゃ
を栽培
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　これまで、地域での話合いにより、「今後の地域農業の在り方や地域の中心
となる経営体の将来展望」などを明確にする人・農地プランを策定してまいりました。
　令和４年５月に人・農地プランを法定化する改正法が成立したことから、令和５年４月から、
人・農地プランは地域計画へと変わります。
　地域計画は、高齢化や担い手不足が心配される中、10年後に、誰がどのように農地を使って農
業を進めていくのかを地域の話合いに基づきまとめる計画です。
　これまで、地域の努力で守り続けてきた農地を次の世代に着実に引き継いでいくため、地域で
話合いをしませんか。

　〇農地利用効率化等支援交付金
農業用機械や施設等の導入を支援します。

　〇集落営農活性化プロジェクト促進事業
集落営農における活性化に向けたビジョンづくりや
人材確保、新たな作物の導入等の取組を支援します。

　〇経営継承・発展等支援事業
後継者が経営を継承し発展させる取組を支援します。

　【問い合わせ先】　農政課　農業企画係　☎55－5225

地域計画について
～ 人・農地プランから地域計画へ ～

目標地図に
位置付けられた
者への支援

（国の補助事業）

　１．地域における農業の将来の在り方
　２．農業上の利用が行われる農用地等の区域
　３．その他農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項
　　⑴　農用地の集積、集約化の方針
　　⑵　農地中間管理機構の活用方針
　　⑶　基盤整備事業への取組方針
　　⑷　多様な経営体の確保・育成の取組方針
　　⑸　農業協同組合等の農業支援サービス事業体等への農作業委託の活用方針
　　⑹　その他（鳥獣被害防止対策、有機農業、スマート農業、保全・管理等）

地域で話し合う内容
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補助要件がありますので、詳しくは、農政課農業企画係（☎55－5225)まで、お問い合わせください。

　松江市では、都市と農村の交流を推進する取り組みや、農山漁村における定住を図る取
り組み等を総合的に支援することを目的として、本補助金を交付します。

〈注意〉令和５年度予算要求を基に作成したものですので、予算編成の過程で変更となることがあります。
１．助成対象期間　　令和5年4月1日から令和6年3月31日までに実施される事業
２．募 集 期 間　　随時（ただし、予算がなくなり次第終了となります。）
３．補助対象事業　　・新たに農業・漁業をはじめる方への家賃の支援
　　　　　　　　　　・集落営農組織等が取り組む農業以外の事業に対する支援
　　　　　　　　　　・女性グループが農山漁村地域の活性化に関する活動の支援
　　　　　　　　　　・都市農村交流に関する活動の支援
　　　　　　　　　　・地域資源を活用した、新たな特産品開発に対する支援

支
援
の
一
例

●新たに農業・漁業をはじめるため住居を賃借したい。 １万円/月（１年間を限度）
●集落営農組織で、買い物支援、配食サービスを行いたい。 ２万円 /月
●農林水産物の消費拡大を目的とした料理教室を開催したい。 2/3（補助上限20万円）
●子供たちに農業体験をさせるなど、食育に関する取り組みをしたい。 1/2（補助上限20万円）
●地元で採れた野菜や果物を使って、特産品を開発したい。 1/2（補助上限100万円）

令和5年度 松江市農山漁村地域活性化事業の募集について

令和5年度 松江市スマート農業導入支援事業費補助金の募集について

支援の一例 ●ドローンや遠隔監視システムを導入したい。 1/2（補助上限50万円）

　松江市では、スマート農業の導入に必要な費用を補助することにより、農業の省力化、
精密化及び高品質化による農業生産性の向上を図り、農業の担い手を確保することを目的
とし、本補助金を交付します。

〈注意〉令和５年度予算要求を基に作成したものですので、予算編成の過程で変更となることがあります。
１．助成対象期間　　令和５年４月１日から令和６年３月31日までに実施される事業
２．募 集 期 間　　随時（ただし、予算がなくなり次第終了となります。）
３．補助対象事業　　スマート農業に関する機械を導入するための支援

◎農地転用とは、農地を住宅、店舗、事務所、駐車場、資材置場などの用途に変更すること
です。農地転用をするには、農業委員会への許可申請または届出の手続きが必要です。
　（農地転用を行う農地が、農業振興地域内の農用地区域内にある場合は、農地転用許可
申請を行う前に、農用地区域から除外する（農振除外）手続きが必要になります。）
◎農地を一時的に資材置場、駐車場、仮設事務所などにする場合も許可が必要です。
これらの許可を受けないで農地転用をすると、農地法違反となり、工事の中止や原状回復
などの命令がされる場合があります。また、3年以下の懲役や300万円以下（法人の場合
は1億円以下）の罰金といった罰則が適用される場合もあります。
※田を埋め立てて畑に転換する場合も手続きが必要です。
※市街化区域内の農地転用は届出が必要です。

お問い合わせ先　松江市農業委員会事務局　☎55－5528

農地を転用する場合は、
農業委員会の許可が必要です！！
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　インボイスコールセンター
（インボイス制度に関する一般的（※）なご質問やご相談）

0120－205－553
　（9：00～ 17：00　土日祝除く）

※個別相談（関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のある相談）を希望される方は所轄の
税務署への電話（音声ガイダンス「２」を選択）により、面接日時等をご予約ください。

※本文は令和４年12月時点の法令に基づき作成しています。

インボイスについてより詳しく知りたい方は国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトをチェック！

１　インボイス制度の概要
　⑴　導入の経緯等
　インボイス制度は、複数税率に対応した仕入税額控除の方式であり、売手が買手に
対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるために導入されるものです。

　⑵　消費税の仕組み
　消費税は消費者が負担することを予定する税ですが、納税をするのは、各取引段階に
おいて、消費者に物の販売や、サービスの提供を行った事業者となります。納税する消
費税額は、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除することにより算出
します。この仕入れに係る消費税額を控除することを「仕入税額控除」といいます。

２　インボイス制度に対応するための検討事項・事前準備等
　⑴　インボイス発行事業者となるかどうかの判断
　インボイス発行事業者となるかは事業者の任意であり、売上先がインボイスを必要とす
るか、申告に係る事務負担はどの程度発生するか等について検討する必要があります。

　⑵　登録申請手続
　インボイス発行事業者の登録を受けようとする事業者（登録を受けることができる
のは、課税事業者に限ります。）は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出す
る必要があります（e-Tax又は郵送により提出できます。）。制度開始からインボイス発
行事業者となるための申請手続については、インボイス制度特設サイトの「申請手続」
をご確認ください。

〇被害が発生した場合のご報告
　・気象災害による農作物や農業用施設の被害を確認されましたら、松江市農政課またはお近く

の所属組合（JAやNOSAI等）へご報告ください。松江市内の被害状況を把握し、支援策を
国、県に要望するために活用させていただきます。また、補助事業が実施される場合にはお
知らせします。

　・補助事業は、気象災害の発生後に策定検討されます。当該被害報告は、支援を受けられるこ
とを保障するものではありません。

　・施設を復旧する場合、修繕を始める前に保険会社へ連絡をしておかないと支払いの対象にな
らないことがあります。あらかじめ相談し、手順などを確認しておきましょう。

〇技術対策
　気象情報を確認しながら、早めに十分な対策に心が
けましょう。
　詳細については、島根県や国のホームページを参考
にしてください。

〇保険への加入
　被害額を最小限に抑えるために、
収入保険や園芸施設共済など、各種
農業関連の保険への加入をご検討
ください。

■ 農政課　農業経営支援係　☎55－5232
＊なお、用水路、農道、ため池等の農業用施設被害対策等は農林基盤整備課（55-5245）にお問い合わせをお願いいたします。

　近年、台風や大雪による災害が全国で発生
し、パイプハウス等農業用施設に大きな被害を
もたらしています。以下の内容を参考に、被害
軽減に努めていただきますようお願いします。

特設サイト

「消費税のインボイス制度が開始されます」令和5年10月1日から

お問い合わせ先

気象災害による
農業被害への対策について
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　令和３年１月から令和３年12月までに締結（公告）された賃貸借における賃借料水準
（10a当たり）は、以下のとおりとなっております。この金額はあくまで参考事例として
表示していますので、これを目安に圃場条件等各種条件を考慮し、賃貸借当事者間で決
めてください。　� 松江市農業委員会　

【田 (水稲、大豆等転作も含む )の部】

締結（公告）された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数 （参考）借賃無料のデータ数

旧 松 江 市 全 域 3,700 6,000 2,000 508 141

旧 鹿 島 町 全 域 4,400 6,300 1,800 60 17

旧 島 根 町 全 域 8,000 8,000 8,000 4 30

旧 美 保 関 町 全 域 6,000 6,000 6,000 2 ―

旧 八 雲 村 全 域 3,200 5,000 2,000 12 68

旧 玉 湯 町 全 域 5,700 8,200 3,100 9 ―

旧 宍 道 町 全 域 3,600 5,000 2,500 17 72

旧 八 束 町 全 域 ― ― ― データなし データなし

旧 東 出 雲 町 全 域 5,500 14,400 3,000 57 43

全 松 江 市 平 均 3,800 ― ― ― ―

【畑（普通畑）の部、樹園地含む】

締結（公告）された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数 （参考）借賃無料のデータ数

旧 八 束 町 を 除 く
松 江 市 全 域 4,400 5,000 2,000 65 44

【畑（花卉・薬用人参）の部】
締結（公告）された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数 （参考）借賃無料のデータ数

旧 八 束 町 全 域 ― ― ― データなし 101

＊１　データ数は、集計に用いた筆数です。
＊２　「松江市平均」の平均額は、データ数による加重平均の値です。
＊３　賃借料を物納としている場合は含まれません。
＊４　金額は四捨五入し、100円単位としています。
＊５　利用状況が特殊なものは除外しています。

松江市賃借料情報
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募集期間：令和５年２月２日（木）～令和５年３月２日（木）　必着
募集人数：農業委員19人
　　　　　農地利用最適化推進委員45人（担当区域（22区域）ごとに募集）
任　　期：令和５年７月から３年間
応募方法：推薦（個人・団体）と応募（自薦）の２種類の方法があります。

応募方法の詳細については、「募集要項」をご覧ください。募集要項は、市ホーム
ページに掲載するほか、農政課、農業委員会事務局及び各支所で配付しています。

問 合 せ：農政課、農業委員会事務局　☎55－5528

農業委員・農地利用最適化推進委員農業委員・農地利用最適化推進委員 募 集

◎35歳未満で保険料の国庫補助対象でない方は、月額１万円から保険料設定ができ
るようになりました。

◎年金受給開始時期の選択肢が広がりました。
（農業者老齢年金は65歳から75歳の間で、特例付加年金は受給要件を満たせばいつ
でも受給開始時期を選ぶことができます）

◎60歳以上の方でも加入できる要件ができました。
（60歳以上65歳未満で、年金額の充実を目的として国民年金に加入していること）

さらに利用しやすく制度改正されました

�保険料は自由に設定、いつでも見直し可能
（月額２万円から６万７千円の間で、千円単位）
�終身年金（80歳前に亡くなられた場合は死亡一時金）
�少子高齢時代に強い年金（積立方式）
�支払った保険料は全額社会保険料控除の対象
�一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助がある

利用しやすくメリットが大きい制度です！

①年間60日以上農業に従事する方
②国民年金の第１号被保険者（20歳以上60歳未満）
　または　任意加入被保険者（60歳以上65歳未満）

加入資格（①と②を満たす方が加入できます）

詳しくは、農業委員会事務局（☎55－5528）もしくはＪＡしまねくにびき地区本部金融課ま
でお気軽にお問い合わせください。

老後の備えとして、家族一人ひとりが準備することが大切です。
経営者だけでなく夫婦や親子で加入することをおすすめします。

知って得する！農家のための農業者年金
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「あさつゆ」は、環境に優しいインキと再生紙を使っています。

�

昨
今
の
農
業
を
取
り
巻

く
環
境
は
、農
家
の
高
齢

化
や
後
継
者
不
足
な
ど

問
題
が
山
積
し
て
い
ま

す
が
、新
規
参
入
者
や
担

い
手
の
確
保
、育
成
を
図

る
と
と
も
に
、農
地
の
担

い
手
へ
の
集
積
や
畑
地

化
等
に
よ
る
農
地
利
用

の
最
適
化
を
推
進
し
な

が
ら
、農
家
の
皆
さ
ん
の

営
農
意
欲
の
向
上
と
耕

作
放
棄
地
の
発
生
防
止

に
努
力
し
て
ま
い
り
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

古藤　俊光農業委員【本庄地区】

　令和４年７月か
ら古藤俊光さんが
新たに農業委員に
就任されました

●トラクター、コンバイン、田植機等の農耕作業用車のうち、座席等がついている車両は、
公道を走行しなくても、軽自動車税の課税対象となります。

●そのため、農耕作業用車を所有されたら、登録の手続きが必要です。
松江市へ申告のうえ、ナンバープレートの交付を受けて車両に取り付けてください。

※最高速度35km／ h以上の車両は大型特殊自動車となり固定資産税（償却資産）の対象となりますので、
軽自動車税の申告は必要ありません。

トラクター・田植機・コンバイン等は
軽自動車税の申告が必要です

＝　松江市市民税課からのお知らせ　＝

【お問い合わせはこちらまで】松江市役所　市民税課諸税係（22番窓口）　☎55－5154

全国農業新聞は、農業専門誌です。営農とくらし
に役立つ情報を皆様にお届けします。

お問い合わせ 農業委員会事務局　☎55－5224

◆月４回金曜日発行　◆購読料 /月額 700円

購読始めてみませんか。
令和４年度
情報委員会

委
員
長　

青
砥　

芳
美

副
委
員
長　

岸
本　

定
朝

委　
　

員　

石
倉
由
美
子

委　
　

員　

足
立　

裕
子

委　
　

員　

松
本　

喜
次

委　
　

員　

永
江　

り
え

　
４
月
１
日
時
点
で
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
、

軽
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。こ
の
場
合
、

５
月
中
旬
に
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
を
送

付
い
た
し
ま
す
。

（
年
額
２
４
０
０
円
に
な
り
ま
す
。）

市
役
所
市
民
税
課
ま
た
は
各
支
所
市
民
生
活

課
で
登
録
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

登
録
後
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
お
渡
し
し

ま
す
の
で
車
両
に
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

《
登
録
に
必
要
な
も
の
》

販
売
証
明
書
（
型
式
・
車
台
番
号
等
が
記
載

さ
れ
た
も
の
。
証
明
書
が
な
い
場
合
は
市
民

税
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。）

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
付
い
て
い
な
い
車
両

（
登
録
さ
れ
て
い
な
い
車
両
）

お
手
続
き
方
法

新
委
員
抱
負

新任委員紹介
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